
重点課題

健康寿命の延伸につながる食育
の推進

具体的な目標値
第３次基本
計画作成時

の値
目標値 達成状況

H27（2015）
年度

H28（2016）
年度

H29（2017）
年度

H30（2018）
年度

2020年度

⑪ 生活習慣病の予防や改善の
ために、ふだんから
適正体重の維持や減塩等に
気をつけた食生活を
実践する国民の割合

69.4% 69.9% 68.2% 67.7% 75％以上 ▼

・計画作成時の値と現状値を比較すると、1.7ポイント減少しているが、統計的には有意差が認められな
い。

⑪生活習慣病の予防や改善のために、
ふだんから適正体重の維持や減塩等に

気をつけた食生活を実践する国民の割合

現状値

（データソース）
・食育に関する意識調査（農林水産省）

（調査項目）
・設問：生活習慣病の予防や改善のために、あなたは、ふだんから適正体重の維持や減塩などに気をつ
けた食生活を実践していますか。この中から1つ選んでください。
　　｢（ア）いつも気をつけて実践している｣　　｢（イ）気をつけて実践している｣　　｢（ウ）あまり気をつけて実
践していない｣　　｢（エ）全く気をつけて実践していない｣

・集計：｢（ア）いつも気をつけて実践している｣　　｢（イ）気をつけて実践している｣と回答した人を該当者と
して集計。

数値目標の推移の分析・評価
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数値目標の推移の背景・要因
厚生労働省
農林水産省

・平成29年国民健康・栄養調査において、肥満者（BMI≧25Kg/m2）の割合は、この10年間でみると有意
な増減はみられない（図１）。食塩摂取量は、この10年間でみると、男女とも有意に減少している（図２）。

・実際の摂取量でみてみると、１日当たりの食塩摂取量の平均値は9.9gで、「健康日本21(第二次)」で目
標としている8gを達成していなかった。一方、生活習慣病の予防や改善のために、「塩分をとりすぎない
ようにする（減塩をする）こと」を実践していると回答した人の割合は、６割を超えていた。70歳以上では約
８割が実践していると回答した一方で、20歳代では４割を下回っていた。
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・食育に関する意識調査において、国民全体における現状値の推移は、ほぼ横ばいである。

・同調査において、ふだんから適正体重の維持や減塩等に気をつけた食生活を実践する国民の割合の
推移を男女で比較すると、一貫して女性より男性が低い（ポイント差 H27：13.3、H28：11.3、H29：13.1、
H30：9.1）。特に、若い男性の世代で低い値となっている（H27：41.6%、H28：42.5%、H29：36.9%、H30：
43.0%）。
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⽣活習慣病の予防や改善に気をつけた⾷⽣活を実
践する⼈の割合の推移（男⼥別）

男性(20〜39歳） ⼥性(20〜39歳）

男性（全体） ⼥性（全体）
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・平成30年度同調査において、40歳以上を対象として20歳～30歳代の頃の食生活が良かったか否かと
生活習慣病の予防や改善に関する実践に取り組んでいるか否かとのクロス集計を行ったところ、生活習
慣病の予防や改善に関する実践に取り組んでいるか否かと、20歳～30歳代の頃の食生活が「良かっ
た」、「変わらない」、「悪かった」の割合に顕著な関連は見られない。

・平成30年度同調査において、ふだんから適正体重の維持や減塩等に気をつけた食生活を実践してい
ない理由として、面倒だから取り組まない（40.1%）、病気の自覚症状がない（34.0%）、生活習慣を改善する
時間的ゆとりがないこと（29.2%）が挙げられた。

40.1

34

29.2

16.5

15.8

7.9

5.8

3.9

8.6

1.7
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⾯倒だから取り組まない

病気の⾃覚症状がない

⽣活習慣を改善する時間的ゆとりがない

⾃分の健康に⾃信がある

⽣活習慣を改善することがストレスになる

⽣活習慣を改善する経済的ゆとりがない

病気になってから治療をすればよい

社会⾯な環境（運動施設、栄養成分表⽰がないなど）が整っていない

あてはまるものはない

わらかない

⽣活習慣病の予防や改善に気をつけた⾷⽣活を実践しない理由
※複数回答、上位３項⽬

全世代

(%)

資料︓平成30年度「⾷育に関する意識調査」(農林⽔産省)
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⽣活習慣病予防・改善のために気を
つけた⾷⽣活を実践している

（n=1,095）
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（n=411）
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・20歳～30歳代の食生活が良かった理由について、「家に用意されていたから」を挙げた割合は、生活習
慣病の予防や改善に気をつけて実践している人に比べ、気をつけて実践していない人が高かった。
　このことから、若い頃から自ら健康的な食生活を実践できる力を身につけることの重要性が示唆され
た。

今後の施策の方向性

・農林水産省では、日本型食生活の実践に向けた調理講習会や各種セミナーの開催など、地域で取り組
む食育活動を支援してきたところであり、引き続き必要な支援を実施していくことが重要である。

・近年取組が拡大している外食・中食産業の事業者による取組や従業員等の健康に配慮した企業による
食育の推進などの取組を、関係省庁が連携し支援。

・厚生労働省では、健康無（低）関心層への啓発を行うため、民間の知見も活かして適切な栄養・食生活
情報の提供方法を開発するとともに、関係省庁や民間の様々な主体と連携し、自然に健康になれる食環
境づくりを推進する（参考資料２）。

20歳代及び30歳代の頃の⾷⽣活が良かった理由

16.8%

20.8%

14.9%

33.7%
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67.3%
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25.2%
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43.2%
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健康への意識が⾼かったから

時間的な余裕があったから

⾃分で⽤意することができたから

経済的な余裕があったから

友⼈・家族に勧められたから

気をつけて実践している(n=250)

気をつけて実践していない(n=101) 

20歳代及び30歳代の頃の⾷⽣活が悪かった理由

9.4%

15.2%

23.2%

12.3%

38.4%

50.0%
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51.1%
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健康への意識が低かったから

時間的な余裕がなかったから

健康に不安がなかったから

実践するための知識がなかったから

⾃分で⽤意することができなかったから

経済的な余裕がなかったから

家に⽤意されていなかったから

気をつけて実践している(n=403)

気をつけて実践していない(n=138) 
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・｢食生活指針｣の改定、普及啓発（文部科学省、厚生労働省、農林水産省）

（参考）これまでに取り組んでいる施策等

・糖尿病予防戦略事業（厚生労働省）

・健康日本２１（第二次）の推進（厚生労働省）

・健康寿命をのばそう！アワード（生活習慣病予防分野）（厚生労働省）

・栄養成分表示に関する消費者教育（消費者庁）

・｢食事バランスガイド｣の普及啓発（厚生労働省、農林水産省）

・日本食品標準成分表の策定・公表（文部科学省）

・平成31年度食料産業・６次産業化交付金による地域における食育活動の支援（農林水産省）

・スマイルケア食の普及推進（農林水産省）

・健康寿命の延伸につながる健康な食生活の実践の促進を実施要綱の重点事項に掲げた「食育月間」
の実施（農林水産省）

・健康寿命の延伸につながる食育を推進する活動等を対象とした｢食育活動表彰｣の実施（農林水産省）

・日本食品標準成分表の策定・公表（文部科学省）
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健康寿命延伸プランの概要

健康な食事や運動
ができる環境 行動経済学の活用

自然に健康になれる環境づくり 行動変容を促す仕掛け

①健康無関心層も含めた予防・健康づくりの推進 ②地域・保険者間の格差の解消

次世代を含めたすべての人の
健やかな生活習慣形成等Ⅰ 疾病予防・重症化予防Ⅱ 介護予防・フレイル対策、

認知症予防Ⅲ

居場所づくりや社会参加 インセンティブ

● ①健康無関心層も含めた予防・健康づくりの推進、②地域・保険者間の格差の解消に向け、 「自然に健
康になれる環境づくり」や「行動変容を促す仕掛け」など「新たな手法」も活用し、以下３分野を中心に取組を推進。
→2040年までに健康寿命を男女ともに３年以上延伸し（2016年比）、75歳以上とすることを目指す。
2040年の具体的な目標（男性：75.14歳以上 女性：77.79歳以上）

栄養サミット2020 を契機とした食環境づくり(産学官
連携プロジェクト本部の設置、食塩摂取量の減少（8g以下））

ナッジ等を活用した自然に健康になれる環境づくり
(2022年度までに健康づくりに取り組む企業・団体を7,000に）

子育て世代包括支援センター設置促進
（2020年度末までに全国展開）

妊娠前・妊産婦の健康づくり （長期的に増加・横ばい
傾向の全出生数中の低出生体重児の割合の減少）

PHRの活用促進（検討会を設置し、2020年度早期に本
人に提供する情報の範囲や形式について方向性を整理）

女性の健康づくり支援の包括的実施
（今年度中に健康支援教育プログラムを策定） 等

ナッジ等を活用した健診・検診受診勧奨
（がんの年齢調整死亡率低下、2023年度までに
特定健診実施率70％以上等を目指す）

リキッドバイオプシー等のがん検査の研究・開発
（がんの早期発見による年齢調整死亡率低下を目指す）

慢性腎臓病診療連携体制の全国展開
（2028年度までに年間新規透析患者3.5万人以下）

保険者インセンティブの強化（本年夏を目途に
保険者努力支援制度の見直し案のとりまとめ）

医学的管理と運動プログラム等の一体的提供
（今年度中に運動施設での標準的プログラム策定）

生活保護受給者への健康管理支援事業
（2021年１月までに全自治体において実施）

歯周病等の対策の強化 （60歳代における咀嚼
良好者の割合を2022年度までに80%以上） 等

「通いの場」の更なる拡充 (2020年度末までに介

護予防に資する通いの場への参加率を6％に）

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実
施（2024年度までに全市区町村で展開）

介護報酬上のインセンティブ措置の強化
（2020年度中に介護給付費分科会で結論を得る）

健康支援型配食サービスの推進等
（ 2022年度までに25％の市区町村で展開等）

「共生」・「予防」を柱とした認知症施策（本年６
月目途に認知症施策の新たな方向性をとりまとめ予
定）

認知症対策のための官民連携実証事業（認
知機能低下抑制のための技術等の評価指標の確立）

等

令和元年５月29日
2040本部

資料１より抜粋

1

参考資料２
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栄養サミット2020 を契機とした食環境づくり
＜新たな手法＞：自然に健康になれる環境づくり

次世代を含めたすべての人の
健やかな生活習慣形成等Ⅰ

○東京での栄養サミット2020を契機に、関係省庁や民間の様々な主体と連携し、自然に健康になれる食環境づくりを推進。
【目標】
・2020年度末までに産学官連携プロジェクト本部の設置。
・2022年度までに野菜摂取量の増加（350g以上／日）、食塩摂取量の減少（8g以下／日）。

自然に健康になれる食環境づくりの推進

• 東京での栄養サミット2020（各国首脳級・閣僚級等）
を契機に、関係省庁や民間の様々な主体と連携し、自然
に健康になれる食環境づくりを推進。

• 適切な栄養・食生活情報の提供方法の開発
（例：SNS・ゲームアプリ） 等

①エビデンスの構築・強化・活用

② 健康な食事への接点拡大

• 民間主導の健康な食事・食環境の認証制度
の普及支援

• 健康な食事に資する商品の製造・流通拡大 等

③ 健康無（低）関心層への啓発

• 新たな食事摂取基準の普及
（食塩減少、フレイル予防等）

• 栄養素等摂取量の動向把握 等

具体的な取組（例）

健康な食事・食環境（スマートミール）認証制度

• 日本栄養改善学会が中心となり、生活習慣病関連の学会※や関連企業
等の協力の下、民間主体で認証制度を、平成30年4月に創設。

※ 「健康な食事・食環境」コンソーシアムは、平成31年４月現在、12学会等で構成。

厚生労働大臣と各業界関係者による政策対話【健康な食事の推進】を踏まえ、以下の取組を実施。
●官民対話を継続的に実施するとともに、自然に健康になれる食環境づくりのため、令和２年度末までに産学官連携プロジェクト本部を設置し、 産学
官で目標を共有した上で、それぞれの取組を展開。
●栄養サミット2020に向けて我が国の栄養・食生活改善の政策を強化するとともに、サミットにおいて我が国の栄養政策を国際発信。

日本栄養改善学会 日本給食経営管理学会
日本高血圧学会 日本糖尿病学会
日本肥満学会 日本公衆衛生学会
健康経営研究会 日本健康教育学会
日本腎臓学会 日本動脈硬化学会
日本補綴歯科学会 日本産業衛生学会

• 外食、中食（持ち帰り弁当）、事業所給
食で、「スマートミール」を継続的に健康的な
空間（栄養情報の提供や受動喫煙防止
等に取り組んでいる環境）で提供している
店舗や事業所を認証する制度。

• 認証は全国に拡大中。
認証件数は、188事業者。うち、２社は外食、中食の両方で認
証を取得。
外食部門：56事業者 中食部門：27事業者
給食部門：107事業所

北陸地方

石川県 1

四国地方

高知県 1

香川県 1

徳島県 1 1

中国地方

岡山県 1

広島県 1 6

九州・沖縄地方

熊本県 29

大分県 １

2

佐賀県 1

福岡県 1 1

長崎県 1 2

沖縄県 5

東海地方

岐阜県 2

三重県 1 2

静岡県 1１ 5

愛知県 6 5

1山形県 4

北海道・東北地方

岩手県 2

青森県 2 1

北海道 1 1

1５栃木県

関東・甲信越地方

千葉県 １ 1

山梨県 1

群馬県 1

2

2

埼玉県 2 2

新潟県 6

長野県 3

2 9

77東京都

近畿地方

奈良県 2１

1

滋賀県 3

兵庫県 1１

京都県 5

大阪府 2

数値は事業者数

令和元年５月29日
2040本部

資料２より抜粋
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